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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　感温体を含んでなる検知素子と、該検知素子を封止する樹脂モールドと、前記検知素子
及び水性の被測定液体の間での熱伝達を行う熱伝達部材と、を備えた熱式センサ、及び、
該熱式センサの出力に基づき前記被測定液体の特性値を算出する演算部とを含んでなる測
定装置であって、
　前記感温体は、通電により発生した熱を検知し、
　前記演算部は、前記通電の開始時の前記感温体の温度に対応する第１の出力値と前記通
電の開始から時間経過時の前記感温体の温度に対応する第２の出力値とに基づいて、前記
特性値を算出するものであり、
　前記熱伝達部材の一部は前記樹脂モールドから露出して熱伝達部材露出表面部を形成し
ており、
　前記熱伝達部材露出表面部の近傍を通る前記被測定液体のための流通路が形成されてお
り、
　前記熱伝達部材露出表面部、及び／または、前記樹脂モールドの一部が前記流通路に露
出して形成される樹脂モールド露出表面部、及び／または、前記流通路を形成する部材の
内面部分が親水性であることを特徴とする測定装置。
【請求項２】
　前記熱伝達部材露出表面部、前記樹脂モールド露出表面部及び前記流通路を形成する部
材の内面部分についての親水性は、これらの露出表面部または内面部分の対水接触角が３
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５°以下であることを特徴とする、請求項１に記載の測定装置。
【請求項３】
　前記熱伝達部材露出表面部、前記樹脂モールド露出表面部及び前記流通路を形成する部
材の内面部分には親水性膜が形成されており、これにより前記露出表面部または内面部分
が親水性とされていることを特徴とする、請求項１乃至２の何れか一項に記載の測定装置
。
【請求項４】
　前記親水性膜は酸化シリコン膜であることを特徴とする、請求項３に記載の測定装置。
【請求項５】
　前記検知素子は発熱体をも含んでなり、該発熱体に対して前記通電がなされることを特
徴とする、請求項１乃至４の何れか一項に記載の測定装置。
【請求項６】
　前記通電は単一パルス電圧の印加に基づきなされ、前記時間経過は前記単一パルスの印
加時間の経過であることを特徴とする、請求項１乃至５の何れか一項に記載の測定装置。
【請求項７】
　前記演算部は、前記第１の出力値と前記第２の出力値との差に基づいて前記特性値を算
出することを特徴とする、請求項１乃至６の何れか一項に記載の測定装置。
【請求項８】
　前記被測定液体は尿素水溶液であり、前記演算部は前記被測定液体の特性値の算出にお
いて前記被測定液体の尿素濃度を算出するよう構成されていることを特徴とする、請求項
１乃至７の何れか一項に記載の測定装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水性液体の熱的性質を利用して当該液体の濃度その他の特性値についての値
を測定するのに使用される熱式センサ及びそれを用いた測定装置に関するものである。
【０００２】
　本発明の熱式センサ及び測定装置は、例えば自動車の内燃エンジンなどから排出される
排ガスを浄化するシステムにおいて窒素酸化物（ＮＯｘ）の分解のために排ガス浄化触媒
に噴霧される尿素水溶液の尿素濃度を測定するのに利用することができる。
【背景技術】
【０００３】
　自動車の内燃エンジンではガソリンや軽油などの化石燃料が燃焼される。これに伴って
発生する排ガス中には、水や二酸化炭素などと共に、未燃焼の一酸化炭素（ＣＯ）及び炭
化水素（ＨＣ）や、硫黄酸化物（ＳＯｘ）や、窒素酸化物（ＮＯｘ）等の環境汚染物質が
含まれる。近年、特に環境保護及び生活環境の汚染防止のため、これら自動車の排ガスを
浄化すべく各種の対策が講じられている。
【０００４】
　このような対策の１つとして、排ガス浄化触媒装置の使用が挙げられる。これは、排気
系の途中に排ガス浄化用三元触媒を配置し、ここで、ＣＯ、ＨＣ、ＮＯｘ等を酸化還元に
より分解して、無害化を図るものである。触媒装置でのＮＯｘの分解を継続的に維持する
ために、排気系の触媒装置のすぐ上流側から触媒に対して尿素水溶液が噴霧される。この
尿素水溶液は、ＮＯｘ分解の効果を高めるためには特定の尿素濃度範囲にあることが必要
とされ、特に尿素濃度３２．５％が最適であるとされている。
【０００５】
　尿素水溶液は、自動車に搭載される尿素水溶液タンクに収容されるのであるが、経時的
に濃度変化が生ずることがあり、また、タンク内において局所的に濃度分布の不均一が発
生することもある。タンクからポンプにより供給管を介して噴霧ノズルへと供給される尿
素水溶液は、一般にタンクの底部に近い出口から採取されるので、この領域のものが所定
の尿素濃度であることが触媒装置の効率を高めるためには重要である。
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【０００６】
　しかるに、従来は、尿素水溶液中の尿素濃度の直接的測定はなされていない。また、排
気系において、触媒装置の上流側と下流側とにそれぞれＮＯｘセンサーを配置し、これら
センサーで検知されるＮＯｘ濃度の差異に基づきＮＯｘの分解が最適に行われたか否かを
判別することがなされている。しかし、この手法は、実際にＮＯｘを低減した効果を測定
するものであるので、尿素水溶液噴霧の前にはもちろんのこと噴霧当初においても、液体
が所定の尿素濃度の尿素水溶液であるか否かの識別を行うことはできない。また、このよ
うな方法で使用されるＮＯｘセンサーは、所定の尿素濃度範囲内の尿素水溶液の噴射を実
現するためには感度が十分とは云えなかった。
【０００７】
　ところで、特開平１１－１５３５６１号公報（特許文献１）には、通電により発熱体を
発熱させ、この発熱により感温体を加熱し、発熱体から感温体への熱伝達に対し被識別流
体により熱的影響を与え、感温体の電気抵抗に対応する電気的出力に基づき、被識別流体
の種類を判別する流体識別方法であって、発熱体ヘの通電を周期的に行う方法が開示され
ている。即ち、ここでは熱式センサが使用されている。
【０００８】
　しかしながら、この流体識別方法は、たとえば水と空気と油などの性状のかなり異なる
物質に対して、代表値によって流体識別を行うことが可能であるが、上記の様な被測定液
体が所定の尿素濃度の尿素水溶液であるか否かの識別に適用して正確で迅速な識別を行う
ことは困難である。
【０００９】
　また、熱式センサが利用される代表的な用途として、流体の質量流量測定が例示される
。このような用途の熱式流量センサ及びそれを用いた流量計（流量測定装置）については
、たとえば特開平１１－１５３４６５号公報（特許文献２）、特開平１１－１５３４６６
号公報（特許文献３）、特開２００２－２０２１６６号公報（特許文献４）、特開２００
３－２７９３９５号公報（特許文献５）及び特開２００３－３０２２７１号公報（特許文
献６）に記載がある。
【特許文献１】特開平１１－１５３５６１号公報（特に、段落［００４２］～［００４９
］）
【特許文献２】特開平１１－１５３４６５号公報
【特許文献３】特開平１１－１５３４６６号公報
【特許文献４】特開２００２－２０２１６６号公報
【特許文献５】特開２００３－２７９３９５号公報
【特許文献６】特開２００３－３０２２７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　以上のような熱式センサとくに上記特許文献１～６に記載されているような傍熱型の熱
式センサにおいては、被測定流体が液体である場合には、その中に溶存する空気等が温度
上昇などにより気化して気泡となり、この気泡がセンサの外面に付着することがある。ま
た、同様に被測定流体が液体である場合には、たとえば液体がタンク内に収容されていて
該タンク内に液体の自由表面があると、該タンク内液体が揺動することで液面が波立って
、該液面に接する空気などの気体が液体中に巻き込まれて液体中に気泡となって残留し、
この気泡がセンサ外面に付着することもある。
【００１１】
　特に、上記自動車に搭載されるタンク中の尿素水溶液の場合には、自動車走行時に外力
に基づく激しい揺動が繰り返されるので、上記センサ外面への気泡の付着は著しい。
【００１２】
　センサに気泡が付着すると、センサの発熱体から発せられる熱が熱伝達部材を介して液
体に良好に伝達されなくなり、また液体から熱伝達部材を介して感温体に良好に熱伝達が
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なされなくなる。このように、センサと被測定液体との間の熱伝達が正常になされなくな
ると、被測定液体の濃度測定値に大きな誤差が発生して測定の信頼性が著しく低下するお
それがある。
【００１３】
　本発明は、以上のような現状に鑑みて、とくに被測定物が水性液体である場合において
、センサ外面への気泡の付着が低減され、測定精度の向上が可能な熱式センサ及びそれを
用いた測定装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明によれば、上記目的を達成するものとして、
　感温体を含んでなる検知素子と、該検知素子を封止する樹脂モールドと、前記検知素子
及び水性の被測定液体の間での熱伝達を行う熱伝達部材と、を備えた熱式センサであって
、
　前記熱伝達部材の一部は前記樹脂モールドから露出して露出表面部を形成しており、該
露出表面部に親水性膜が付されていることを特徴とする熱式センサ、
が提供される。
【００１５】
　本発明の一態様においては、前記親水性膜は酸化シリコン膜である。本発明の一態様に
おいては、前記熱伝達部材の露出表面部の周囲に位置する前記樹脂モールドの表面部分に
も前記親水性膜が付されている。本発明の一態様においては、前記検知素子は発熱体をも
含んでなる。
【００１６】
　更に、本発明によれば、上記目的を達成するものとして、以上のような熱式センサと、
該熱式センサの出力に基づき前記被測定液体の特性値を算出する演算部とを含んでなるこ
とを特徴とする測定装置、が提供される。
【００１７】
　本発明の一態様においては、前記熱式センサの周囲に前記熱伝達部材の露出表面部の近
傍を通る前記被測定液体のための流通路が形成されており、該流通路を形成する部材の前
記熱伝達部材の露出表面部に面する表面の部分にも親水性膜が付されている。本発明の一
態様においては、前記被測定液体は尿素水溶液であり、前記演算部は前記被測定液体の尿
素濃度を算出するよう構成されている。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、検知素子を封止する樹脂モールドの表面から露出する熱伝達部材の露
出表面部に親水性膜を付することで、該表面部の水性被測定液体に対する濡れ性を向上さ
せることができ、かくして、水性被測定液体中の溶存空気等や該水性被測定液体とその自
由表面を介して接している空気等の気体が水性被測定液体中に気泡化しても、その気泡が
熱伝達部材の露出表面部に付着しにくくなり、このため検知素子と水性被測定液体との間
での熱伝達が良好になされ、測定精度が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。
【００２０】
　図１は本発明による熱式センサ及びそれを用いた測定装置の一実施形態を示す分解斜視
図であり、図２はその一部省略断面図であり、図３はそのタンクへの取り付け状態を示す
図である。本実施形態は、被測定液体が尿素水溶液であり、その特性値としての尿素濃度
が測定されるものである。なお、本実施形態の測定装置では検出された尿素濃度が所定範
囲内のものであるか否かの識別（尿素濃度による尿素水溶液の識別または単に尿素濃度の
識別ということもある）をも行っており、このため、以下の説明では尿素濃度測定または
尿素濃度測定装置を尿素濃度識別または尿素濃度識別装置ということもある。
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【００２１】
　図３に示されているように、たとえば自動車に搭載された排ガス浄化システムを構成す
るＮＯｘ分解用の尿素溶液タンク１００の上部には開口部１０２が設けられており、該開
口部に本発明による尿素濃度識別装置１０４が取り付けられている。タンク１００には、
尿素溶液が注入される入口配管１０６及び尿素溶液が取り出される出口配管１０８が設け
られている。出口配管１０８は、タンク１００の底部に近い高さ位置にてタンクに接続さ
れており、尿素溶液供給ポンプ１１０を介して不図示の尿素溶液噴霧器に接続されている
。排気系において排ガス浄化用触媒装置の直前に配置された上記尿素溶液噴霧器により触
媒装置に対する尿素溶液の噴霧が行われる。
【００２２】
　尿素濃度識別装置は、濃度識別センサー部２と支持部４とを備えている。支持部４の一
方の端部（下端部）に濃度識別センサー部２が取り付けられており、支持部４の他方の端
部（上端部）にはタンク開口部１０２へ取り付けるための取り付け部４ａが設けられてい
る。
【００２３】
　濃度識別センサー部２は、発熱体及び感温体を含んでなる傍熱型濃度検知部２１と尿素
溶液の温度を測定する液温検知部２２とを有する。傍熱型濃度検知部２１と液温検知部２
２とは、上下方向に一定距離隔てて配置されている。図４に傍熱型濃度検知部２１及び液
温検知部２２の部分を拡大して示し、図５にその断面図を示す。これら傍熱型濃度検知部
２１及び液温検知部２２が、それぞれ本発明でいう熱式センサに該当する。
【００２４】
　図示されているように、これら傍熱型濃度検知部２１と液温検知部２２とは、樹脂モー
ルド（例えばシリカ及び／またはカーボン含有エポキシ樹脂からなるもの）２３によって
一体化されている。図５に示されているように、傍熱型濃度検知部２１は、発熱体及び感
温体を含んでなる薄膜チップ２１ａ、該薄膜チップと接合材２１ｂにより接合された濃度
検知部用熱伝達部材としての金属製フィン２１ｃ、及び薄膜チップの発熱体の電極及び感
温体の電極とそれぞれボンディングワイヤー２１ｄにより電気的に接続されている外部電
極端子２１ｅを有する。上記薄膜チップ２１ａが本発明でいう検知素子に該当する。即ち
、傍熱型濃度検知部２１において、検知素子が樹脂モールド２３により封止されている。
液温検知部２２も、同様な構成を有しており、即ち液温検知部用熱伝達部材としての金属
製フィン２２ｃ及び外部電極端子２２ｅを有し、検知素子が樹脂モールド２３により封止
されている。
【００２５】
　図６に傍熱型濃度検知部２１の薄膜チップ２１ａの分解斜視図を示す。薄膜チップ２１
ａは、たとえばＡｌ２Ｏ３からなる基板２１ａ１と、Ｐｔからなる感温体２１ａ２と、Ｓ
ｉＯ２からなる層間絶縁膜２１ａ３と、ＴａＳｉＯ２からなる発熱体２１ａ４及びＮｉか
らなる発熱体電極２１ａ５と、ＳｉＯ２からなる保護膜２１ａ６と、Ｔｉ／Ａｕからなる
電極パッド２１ａ７とを、順に適宜積層したものからなる。感温体２１ａ２は、図示はさ
れていないが蛇行パターン状に形成されている。尚、液温検知部２２の薄膜チップ２２ａ
も同様な構造であるが、発熱体を作用させずに感温体２２ａ２のみを作用させる。但し、
液温検知部２２としては、発熱体を設けないものを使用してもよい。
【００２６】
　図１及び図２に示されているように、濃度識別センサー部２は支持部４の下端部に取り
付けられる基体２ａを有しており、この基体の取り付けに際してはＯ－リング２ｂが介在
せしめられる。基体２ａの側面にはＯ－リング２ｃを介して上記傍熱型濃度検知部２１及
び液温検知部２２の樹脂モールド２３が取り付けられている。基体２ａには、濃度検知部
用フィン２１ｃ及び液温検知部用フィン２２ｃを囲むようにカバー部材２ｄが付設されて
いる。このカバー部材により、濃度検知部用フィン２１ｃ及び液温検知部用フィン２２ｃ
を順次通って上下方向に延びた上下両端開放の尿素溶液流通路２４が形成される。尚、カ
バー部材２ｄを基体２ａに取り付けることで樹脂モールド２３のフランジ部が基体２ａの
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方へと押圧され、これにより樹脂モールド２３が基体２ａに対して固定されている。
【００２７】
　図４及び図５に示されているように、金属製フィン２１ｃ，２２ｃの一部は樹脂モール
ド２３から露出して露出表面部を形成しており、該露出表面部に親水性膜５０が付されて
いる。更に好ましくは、金属製フィン２１ｃ，２２ｃの露出表面部の周囲に位置する樹脂
モールド２３の表面部分にも親水性膜５０が付されている。即ち、親水性膜５０は、金属
製フィン２１ｃ，２２ｃの露出表面部及びその周囲の樹脂モールド２３の表面部分にわた
って形成されている。なお、図１及び図２では、親水性膜５０は図示を省略されている。
【００２８】
　親水性膜５０は、例えば酸化シリコン膜である。該酸化シリコン膜５０の厚さは、例え
ば０．０１μｍ～１μｍである。酸化シリコン膜５０は、金属製フィン２１ｃ，２２ｃ及
び樹脂モールド２３の双方との密着性が良好であり、膜強度も高い。また、酸化シリコン
膜５０の表面は、金属製フィン２１ｃ，２２ｃ及び樹脂モールド２３のいずれの表面より
も親水性の程度が高い。親水性の程度は対水接触角で表すことができ、一般に対水接触角
４０°程度以下を親水性としている。酸化シリコン膜５０の対水接触角は、４０°以下と
することができ、酸化シリコン膜５０は親水性を示す。本発明においては、親水性膜５０
の対水接触角は、好ましくは３５°以下であり、より好ましくは３０°以下であり、更に
好ましくは２５°以下であり、特に好ましくは２０°以下である。
【００２９】
　酸化シリコン膜５０は、例えばスパッタ、ＣＶＤ（化学的気相成長法）または塗布剤塗
布により形成することができる。このうち、スパッタ及びＣＶＤは、実処理時間が長くか
かり、大きな厚さの膜は形成が困難であり、膜形成のための装置構成が大型化する。これ
に対して塗布剤塗布は、処理が簡単であり、放置時間を別にすれば実処理時間は比較的短
くて済むなど、実用上の利点が多い。塗布剤としては、有機珪素化合物を含み、塗布後の
反応で酸化シリコン膜が形成されるものを使用することができる。このような塗布剤とし
ては、ポリシラザン例えばパーヒドロポリシラザンと必要に応じて添加されるシランカッ
プリング剤と有機溶媒と必要に応じて使用されるパラジウム触媒またはアミン触媒とを含
むもの（例えば、クラリアントジャパン株式会社より入手可能なアクアミカ［登録商標］
）が例示される。塗布剤塗布及びそれに関連する前後処理の具体的な工程の一例を示せば
、次の通りである：
　　（１）エタノール洗浄工程（塗布剤を塗布すべき表面部分の汚れ除去のため）
　　（２）キシレン洗浄工程（表面部分の脱脂のため）
　　（３）乾燥工程（表面部分の水分除去のため：１００℃程度、１時間程度）
　　（４）塗布剤塗布工程（スプレー塗布、刷毛またはウエスによる塗布、フローコート
、浸漬塗布などにより行う）
　　（５）加熱工程（溶媒除去及び酸化シリコン転化のため：１２５～２００℃、１時間
程度）
　　（６）加熱加湿工程（酸化シリコン転化のため：５０～９０℃、８０～９５％、３時
間程度）
　　（７）放冷工程
　尚、洗浄工程としては、洗浄溶剤として上記のようなエタノールやキシレンを使用する
ものの他に、洗浄溶剤としてアセトン、イソプロピルアルコールまたはヘキサン等の有機
溶剤を使用するものが例示される。
【００３０】
　上記加熱工程及び加熱加湿工程では、周囲大気中の水（自然に存在するもの又は加湿に
よるもの）と以下のような転化反応を生じて、酸化シリコン膜が形成される：
　-(-ＳｉＨ２ＮＨ-)-　＋　２Ｈ２Ｏ　→　-(-ＳｉＯ２-)-　＋ＮＨ３　＋　２Ｈ２

　加熱加湿工程を使用することで、加熱工程の加熱温度を低下させることができる。例え
ば、加熱加湿工程を使用しない場合には、加熱工程の加熱温度は２５０℃程度となる。
【００３１】
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　形成される酸化シリコン膜の厚さは、上記のように例えば０．０１μｍ～１μｍである
が、厚すぎると剥離が生じやすくなり、一方薄すぎると親水性の長期にわたる維持が困難
になることがあるので、更に好ましくは０．０５μｍ～０．８μｍである。
【００３２】
　図２に示されているように、支持部４の上端部には、後述する濃度検知回路を構成する
回路基板６が配置されており、該回路基板を覆って蓋部材８が取り付けられている。支持
部４には、濃度識別センサー部２の傍熱型濃度検知部２１及び液温検知部２２と回路基板
６とを電気的に接続する配線１０が収納されている。回路基板６には、後述する識別演算
部を構成するマイクロコンピュータ（マイコン）が搭載されている。蓋部材８に設けられ
たコネクタ１２を介して、回路基板６と外部との通信のための配線１４が設けられている
。識別演算部を、回路基板６上ではなしに、外部に配置することもでき、この場合には配
線１４を介して回路基板６と識別演算部とが接続される。
【００３３】
　以上の濃度識別センサー部２の基体２ａ及びカバー部材２ｄ、支持部４及び蓋部材８は
、いずれも耐腐食性材料たとえばステンレススチールからなる。
【００３４】
　図７に、本実施形態における濃度識別ための回路の構成を示す。上記の傍熱型濃度検知
部２１の感温体２１ａ２、液温検知部２２の感温体２２ａ２、及び２つの抵抗体６４，６
６によりブリッジ回路６８が形成されている。このブリッジ回路６８の出力が差動増幅器
７０に入力され、該差動増幅器の出力（濃度検知回路出力またはセンサー出力ともいう）
が不図示のＡ／Ｄ変換器を介して識別演算部を構成するマイコン（マイクロコンピュータ
）７２に入力される。また、マイコン７２には液温検知部２２の感温体２２ａ２から液温
検知増幅器７１を経て尿素水溶液の液温に対応する液温対応出力値が入力される。一方、
マイコン７２からは傍熱型濃度検知部２１の発熱体２１ａ４への通電経路に位置するスイ
ッチ７４に対してその開閉を制御するヒーター制御信号が出力される。
【００３５】
　以下、本実施形態における尿素濃度測定動作さらには濃度識別動作につき説明する。
【００３６】
　タンク１００内に尿素水溶液ＵＳが収容されると、濃度識別センサー部２のカバー部材
２ｄにより形成される尿素水溶液導入路２４内にも尿素水溶液ＵＳが満たされる。尿素水
溶液導入路２４内を含めてタンク１００内の尿素水溶液ＵＳは実質上流動しない。
【００３７】
　マイコン７２からスイッチ７４に対して出力されるヒーター制御信号により、該スイッ
チ７４を所定時間（たとえば４秒間）閉じることで、発熱体２１ａ４に対して所定高さ（
たとえば１０Ｖ）の単一パルス電圧Ｐを印加して該発熱体を発熱させる。この時の差動増
幅器７０の出力電圧（センサー出力）Ｑは、図８に示されるように、発熱体２１ａ４への
電圧印加中は次第に増加し、発熱体２１ａ４への電圧印加終了後は次第に減少する。
【００３８】
　マイコン７２では、図８に示されているように、発熱体２１ａ４への電圧印加の開始前
の所定時間（たとえば０．１秒間）センサー出力を所定回数（たとえば２５６回）サンプ
リングし、その平均値を得る演算を行って平均初期電圧値Ｖ１を得る。この平均初期電圧
値Ｖ１は、感温体２１ａ２の初期温度に対応する。また、図８に示されているように、発
熱体２１ａ４への電圧印加の停止前の所定時間（たとえば０．１秒間）センサー出力を所
定回数（たとえば２５６回）サンプリングし、その平均値をとる演算を行って平均ピーク
電圧値Ｖ２を得る。この平均ピーク電圧値Ｖ２は、感温体２１ａ２のピーク温度に対応す
る。そして、平均初期電圧値Ｖ１と平均ピーク電圧値Ｖ２との差Ｖ０（＝Ｖ２－Ｖ１）を
濃度対応電圧値として得る。
【００３９】
　一方、このような方法で、尿素濃度既知の幾つかの尿素水溶液（参照尿素水溶液）につ
いて、温度と濃度対応電圧値Ｖ０との関係を示す検量線を予め得ておき、この検量線をマ
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イコン７２の記憶手段に記憶しておく。検量線の例を図９に示す。この例では、尿素濃度
０％、２０％及び４０％の参照尿素水溶液について、検量線が作成されている。
【００４０】
　図９に示されているように、濃度対応電圧値Ｖ０は温度に依存するので、この検量線を
用いて測定対象の尿素水溶液の濃度を測定する際には、液温検知部２２の感温体２２ａ２
から液温検知増幅器７１を介して入力される液温対応出力値Ｔをも用いる。液温対応出力
値Ｔの一例を図１０に示す。このような検量線をもマイコン７２の記憶手段に記憶してお
く。また、互いに異なる温度及び尿素濃度の尿素水溶液で得られた濃度対応電圧値Ｖ０と
実際の濃度との関係の一例を図１１に示す。
【００４１】
　図９の検量線において、測定対象の尿素水溶液について得た液温対応出力値Ｔから図１
０の検量線を用いて得た温度値ｔに対応する各検量線の濃度対応電圧値Ｖ０（０％；ｔ）
，Ｖ０（２０％；ｔ），Ｖ０（４０％；ｔ）を得る。そして、測定対象の尿素水溶液につ
いて得た濃度対応電圧値Ｖ０（Ｘ；ｔ）が尿素濃度何％に該当するかを、各検量線の濃度
対応電圧値Ｖ０（０％；ｔ），Ｖ０（２０％；ｔ），Ｖ０（４０％；ｔ）の少なくとも２
つ（たとえばＶ０（２０％；ｔ），Ｖ０（４０％；ｔ））を用いた比例演算を行って、決
定する。以上のようにして尿素濃度の測定ひいては識別を正確に且つ迅速に（瞬時に）行
うことができる。尚、図９の検量線として温度の代わりに液温対応出力値Ｔを用いたもの
を採用することで、図１０の検量線の記憶を省略することもできる。
【００４２】
　このようにして得られた濃度値を示す信号が不図示のＤ／Ａ変換器を介して、図７に示
される出力バッファ回路７６へと出力され、ここからアナログ出力として不図示の自動車
のエンジンの燃焼制御などを行うメインコンピュータ（ＥＣＵ）へと出力される。図１２
に、この濃度対応のアナログ出力電圧値Ｖ０’と実際の濃度との関係の一例を示す。この
関係における温度による差異は小さく、十分に実用可能であることが分かる。また、図１
３に、液温対応のアナログ出力電圧値Ｔ’と実際の温度との関係の一例を示す。この液温
対応のアナログ出力電圧値Ｔ’も上記メインコンピュータ（ＥＣＵ）へと出力される。一
方、濃度値及び液温値を示す信号は、必要に応じてデジタル出力として取り出して、表示
、警報その他の動作を行う機器へと入力することができる。
【００４３】
　更に、液温検知部２２から入力される液温対応出力値Ｔに基づき、尿素水溶液が凍結す
る温度（－１３℃程度）の近くまで温度低下したことが検知された場合に警告を発するよ
うにすることができる。
【００４４】
　なお、以上の尿素水溶液の尿素濃度識別は、自然対流を利用して尿素水溶液の動粘度と
センサー出力とが相関関係を有するという原理を利用している。このような濃度識別の精
度を高めるためには、濃度検知部用フィン２１ｃ及び液温検知部用フィン２２ｃの周囲の
尿素水溶液にできるだけ外的要因に基づく強制流動が生じにくくするのが好ましく、この
点からカバー部材２ｄとくに上下方向の尿素水溶液流通路を形成するようにしたものの使
用は好ましい。尚、カバー部材２ｄは、異物の接触を防止する保護部材としても機能する
。
【００４５】
　図４に示されているように、カバー部材２ｄの濃度検知部用フィン２１ｃ及び液温検知
部用フィン２２ｃの露出表面部に面する表面の部分（即ち内面部分）にも親水性膜５０’
が付されている。該親水性膜５０’は、上記親水性膜５０と同様なものである。
【００４６】
　上記のように、排ガス浄化システムにおいて使用される尿素水溶液の尿素濃度は３２．
５％が最適とされており、たとえば２５％～４０％または３０％～３５％を適正範囲とし
て定め、この適正範囲を外れた識別結果が得られた場合には、警告を発するようにするこ
とができる。また、タンク内の尿素水溶液が減少して、尿素水溶液流通路２４内に尿素水
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溶液がなくなった場合には、以上のような濃度識別の際に、上記尿素水溶液の濃度適正範
囲の場合とは著しくかけ離れた濃度対応電圧値が得られ、この場合にも所要の警告を発す
るようにすることができる。
【００４７】
　以上のように、本実施形態においては、金属製フィン２１ｃ，２２ｃの露出表面部及び
その周囲の樹脂モールド２３の表面部分に親水性膜５０が付されており、更にカバー部材
２ｄの内面部分にも親水性膜５０’が付されているので、これらの表面部、表面部分及び
内面部分の尿素水溶液に対する濡れ性を向上させることができる。従って、尿素水溶液中
で気泡が発生しても、その気泡は親水性膜５０，５０’に付着しにくく、更に気泡が付着
したとしても上記親水性膜５０，５０’の濡れ性に基づき気泡は素早く容易に脱落する。
このため、検知素子と尿素水溶液との間での熱伝達は良好になされ、高い測定精度が得ら
れる。
【００４８】
　図１４は本発明による熱式センサの更に別の実施形態を示す斜視図であり、図１５はそ
の断面図である。これらの図において、上記図１～図１３に関して説明した実施形態のも
のと同様な機能を有する部材または部分には同一の符号が付されている。
【００４９】
　本実施形態では、濃度検知部用の熱伝達部材２１ｃ’及び液温検知部用の熱伝達部材２
２ｃ’として、外部へと突出しておらず片面のみが樹脂モールド２３から露出しているも
のが使用されている。上記実施形態と同様に、本実施形態においても熱伝達部材２１ｃ’
，２２ｃ’の露出表面部及びその周囲の樹脂モールド２３の表面部分に親水性膜５０が付
されている。尚、図１４では親水性膜５０は図示を省略されている。
【００５０】
　以上の実施形態では、被測定液体として尿素水溶液が用いられているが、本発明におい
ては、その他の水性液体を使用してもよい。例えば、図１６に示されているように、食塩
水溶液や砂糖水溶液などを使用した場合においても、尿素水溶液の場合と同様に、食塩濃
度や砂糖濃度が異なる場合には、それに対応して変化するセンサー出力値を得ることがで
きる。但し、図１６では、センサー出力値として、尿素水溶液の尿素濃度測定用の検量線
を用いたものを示した。しかし、尿素水溶液の場合と同様にして食塩水溶液や砂糖水溶液
につきそれぞれ予め作成された検量線を用いることで、正確な食塩濃度値や砂糖濃度値が
得られることは当業者にとって自明であろう。
【００５１】
　また、以上の実施形態では被測定液体の測定される特性値として水溶液の濃度が採用さ
れているが、本発明で測定される特性値としては、濃度以外に例えば上記動粘度、比重等
を挙げることができる。これらの測定に際しては、それぞれの特性項目につき濃度の場合
と同様にして予め作成された検量線を用いればよい。また、以上の実施形態では、熱式セ
ンサにより測定される特性値として温度（液温検知部２２により測定される）も採用され
ている。
【００５２】
　以下、実施例により本発明を説明する。
【００５３】
　［実施例］
　図１４～図１５に関し説明した実施形態の熱式センサを用いて図１～図１３に関し説明
した実施形態のような尿素濃度測定装置（尿素濃度識別装置）を作製した。ここで、熱式
センサの濃度検知部用熱伝達部材２１ｃ’及び液温検知部用熱伝達部材２２ｃ’は、ステ
ンレススチール（ＳＵＳ３１６Ｌ）からなる厚さ０．３ｍｍのものであり、樹脂モールド
から露出する露出面部の寸法が幅５ｍｍで高さ３ｍｍのものであった。また、樹脂モール
ド２３はシリカ及びカーボン含有エポキシ樹脂からなるものであった。濃度検知部用熱伝
達部材２１ｃ’及び液温検知部用熱伝達部材２２ｃ’、更にはそれらの周囲の樹脂モール
ド２３の表面部分に形成された酸化シリコン膜５０は、厚さが０．５μｍで、対水接触角



(10) JP 4188287 B2 2008.11.26

10

20

30

40

50

が２８°であった。酸化シリコン膜５０の形成は、アクアミカ［登録商標］ＮＬ１５０Ａ
を用いて、（１）エタノール洗浄工程、（２）キシレン洗浄工程、（３）乾燥工程（１０
０℃、１時間）、（４）アクアミカ塗布工程（スプレーによる塗布）、（５）加熱工程（
１７５℃、１時間）、（６）加熱加湿工程（７０℃、９０％、３時間）及び（７）放冷工
程により行った。
【００５４】
　尿素濃度測定装置の濃度識別センサー部を尿素濃度３２．５％の尿素水溶液中に入れ、
該尿素水溶液を３５℃に加温した。加温開始から１時間後に、測定装置出力としての尿素
濃度値を得た。以上のような測定サイクルを１０回実行し、それぞれの測定で得られた尿
素濃度値の真値（３２．５％）からのずれ量の絶対値の１０回測定についての平均値を得
たところ、１％であった。測定精度は十分に高い。
【００５５】
　［比較例］
　熱式センサに酸化シリコン膜５０を付さないこと以外は実施例と同様にして、熱式セン
サ及び尿素濃度測定装置（尿素濃度識別装置）を作製した。
【００５６】
　実施例と同様な測定サイクルを５回繰り返し、それぞれの測定で得られた尿素濃度値の
真値（３２．５％）からのずれ量の絶対値の１０測定についての平均値を得たところ、１
８％であった。測定精度は低い。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明による尿素濃度測定装置の一実施形態を示す分解斜視図である。
【図２】図１の尿素濃度測定装置の一部省略断面図である。
【図３】図１の尿素濃度測定装置のタンクへの取り付け状態を示す図である。
【図４】傍熱型濃度検知部及び液温検知部の部分の拡大図である。
【図５】図４の傍熱型濃度検知部の断面図である。
【図６】傍熱型濃度検知部の薄膜チップの分解斜視図である。
【図７】濃度識別ための回路の構成図である。
【図８】発熱体に印加される単一パルス電圧Ｐとセンサー出力Ｑとの関係を示す図である
。
【図９】検量線の例を示す図である。
【図１０】液温対応出力値Ｔの一例を示す図である。
【図１１】濃度対応電圧値Ｖ０と実際の濃度との関係の一例を示す図である。
【図１２】濃度対応のアナログ出力電圧値Ｖ０’と実際の濃度との関係の一例を示す図で
ある。
【図１３】液温対応のアナログ出力電圧値Ｔ’と実際温度との関係の一例を示す図である
。
【図１４】本発明による熱式センサの一実施形態を示す斜視図である。
【図１５】図１４の熱式センサの断面図である。
【図１６】各種の被測定液体についての実際の濃度とセンサー表示濃度値との関係の一例
を示す図である。
【符号の説明】
【００５８】
　２　濃度識別センサー部
　２ａ　基体
　２ｂ，２ｃ　Ｏ－リング
　２ｄ　カバー部材
　２１　傍熱型濃度検知部
　２１ａ　薄膜チップ
　２１ｂ　接合材
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　２１ｃ，２２ｃ　金属製フィン
　２１ｃ’，２２ｃ’　熱伝達部材
　２１ｄ　ボンディングワイヤー
　２１ｅ，２２ｅ　外部電極端子
　２１ａ１　基板
　２１ａ２，２２ａ２　感温体
　２１ａ３　層間絶縁膜
　２１ａ４　発熱体
　２１ａ５　発熱体電極
　２１ａ６　保護膜
　２１ａ７　電極パッド
　２２　液温検知部
　２３　樹脂モールド
　２４　尿素水溶液流通路
　４　支持部
　４ａ　取り付け部
　６　回路基板
　８　蓋部材
　１０，１４　配線
　１２　コネクタ
　５０，５０’　親水性膜
　６４，６６　抵抗体
　６８　ブリッジ回路
　７０　差動増幅器
　７１　液温検知増幅器
　７２　マイコン（マイクロコンピュータ）
　７４　スイッチ
　７６　出力バッファ回路
　１００　尿素水溶液タンク
　１０２　開口部
　１０４　尿素濃度識別装置
　１０６　入口配管
　１０８　出口配管
　１１０　尿素水溶液供給ポンプ
　ＵＳ　尿素水溶液



(12) JP 4188287 B2 2008.11.26

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(13) JP 4188287 B2 2008.11.26

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(14) JP 4188287 B2 2008.11.26

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】



(15) JP 4188287 B2 2008.11.26

10

フロントページの続き

    審査官  ▲高▼見　重雄

(56)参考文献  特開２００１－００４４２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０２８４１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２３６０４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１６５７３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－５３２８７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０２０７２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－０９０１６１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｎ　　２５／１８　　　　
              Ｇ０１Ｆ　　　１／６９２　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

